
甲 第 ２０４ 号 議 案 

岡山市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年１１月３０日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

岡山市公園条例の一部を改正する条例 

岡山市公園条例（昭和３５年市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

別表第２第１項の表岡山操車場跡地公園（仮称）の項を次のように改める。 

岡山操車場跡地公園（仮称） 岡山ドーム 

多目的広場 

別表第５第５項の表を次のように改める。 

５ 岡山操車場跡地公園（仮称）使用料

(1) 岡山ドーム

ア  専用して使用する場合 

単位 開館から正午まで 正午から午後５時ま

で 

午後５時から午後９

時まで 

開館から午後９時

まで 

種別 平日 土曜日 

日曜日 

休日 

休館日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

休館日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

休館日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

休館日 

球

技

場

Ａ 9,870円 12,340円 16,450円 20,570円 23,040円 26,330円 41,140円 50,190円

Ｂ 49,370円 61,710円 82,280円 102,850円 115,200円 141,530円 209,000円 250,970円

Ｃ 152,220円 185,140円 255,080円 308,570円 352,180円 424,590円 627,840円 753,730円

備考



１  Ａ，Ｂ及びＣの区分は，次のとおりとする。 

Ａ アマチュア団体（スポーツ及び文化団体に限る。）又は大学生以下の者による

催物 

Ｂ Ａ以外の催物で営利又は宣伝を目的としないもの 

Ｃ Ａ及びＢ以外の催物 

２  休日とは，国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。 

３  単位の時間帯の１時間における使用料の金額は，本表に規定する金額を１時間当

たりに換算した金額とする。 

４ 単位の時間帯以外の時間における使用料の金額は，１時間につき次の各号に掲げ

る時間について，当該各号に掲げる金額とする。 

(1) 午前５時から開館まで  １時間につき開館から正午までの使用料の金額の３分

の１の金額 

(2) 午後９時から午前５時まで  １時間につき午後５時から午後９時までの使用料

の金額の４分の１の金額 

５  球技場を次の各号に掲げる施設として使用する場合の使用料の金額は，当該各号

に定める金額とする。 

(1) テニスコート  １面当たり本表に規定する金額（第３項及び第４項の額を含む。

以下本項及び次項において同じ。）の８分の１に相当する額 

(2) フットサルコート  １面当たり本表に規定する金額の４分の１に相当する額 

６  前項に掲げる場合のほか，球技場を区分使用する場合の使用料の金額は，本表に

規定する金額に使用する面積の割合を乗じて得た金額とする。 

７  入場料金を徴収する催物のために専用して使用する場合は，当該催物１回（同様

な内容構成の催物が時間を区切つて数度にわたり行われる場合は，その１度を１回

とする。）につき，１人当たりの入場料金の最高額に１００を乗じて得た金額を加

算する。 

８  特別の設備等に要する費用は，使用する者の負担とする。 

９  会場の準備若しくは片付けのために専用して使用する場合又は専用して使用する

時間帯の前若しくは後において特別の設備若しくは物品を存置することにより専用



して使用する場合の使用料については，本表のＡ欄の金額とする。 

１０  算出した使用料の１０円未満の端数は，切り上げるものとする。 

イ 設備等を使用する場合

種別 単位 金額 

会議室 １室１時間につき 240円

放送設備 １式１回につき 2,460円

長机 １脚１回につき 120円

いす １脚１回につき 20円

電力料 電灯１／８使用 １時間につき 510円

電灯１／４使用 １時間につき 1,020円

電灯１／２使用 １時間につき 2,050円

電灯全面使用 １時間につき 4,110円

備付けの設備以

外の使用 

岡山ドーム内 １時間につき 2,050円

岡山ドーム外 １時間につき 510円

ウ 見学料

１人１回につき１５０円とする。ただし，市民又は使用目的の場合の下見は，無

料とする。

(2) 多目的広場 

単位 午前９時

から午後

１時まで

午後１時

から午後

５時まで 

午前９時

から午後

５時まで

午後５時

から午後

９時まで

その他の

使用    

１時間当

たり 

夜間照明

１時間当

たり 

区

分

１／３使用 1,232円 1,232円 2,464円 1,232円 308円 292円

１／２使用 1,848円 1,848円 3,696円 1,848円 462円 438円

全面使用 3,696円 3,696円 7,392円 3,696円 924円 875円

附 則 

１ この条例は，平成３１年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日か 

ら施行する。 



２ この条例の施行の日前においても，岡山市公園条例第８条の規定に基づく使用の許可

その他同日以後の岡山操車場跡地公園（仮称）多目的広場の使用に関し必要な手続を行

うことができる。 

提案理由 

 岡山操車場跡地公園（仮称）に多目的広場を設置するため，本条例の一部を改正しよう

とするものである。 



甲 第 ２０５ 号 議 案 

   岡山市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年１１月３０日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市営住宅条例の一部を改正する条例 

 岡山市営住宅条例（平成９年市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

目次中「及び敷金」を削る。 

第１０条第１項中「次に掲げる手続を」を「入居決定者が署名し，押印した市営住宅賃

貸借契約書を提出」に改め，各号を削り，同条第２項中「同項各号」を「同項」に改め，

同条第３項を削り，同条第４項中「第１項又は第２項」を「前２項」に改め，同項を同条

第３項とし，同条中第５項を第４項とし，第６項を第５項とし，第７項を第６項とする。 

第１１条を次のように改める。 

第１１条 削除 

第１３条第２項中「第５項及び第６項」を「第４項及び第５項」に改め，「及び第１１

条第１項」を削る。 

第２章第２節の節名を次のように改める。 

第２節 家賃 

第１７条第１項中「第１０条第５項」を「第１０条第４項」に改める。 

第１８条及び第１９条を次のように改める。 

第１８条及び第１９条 削除 

第３５条第１項中「，第１８条第２項による敷金の減免若しくは徴収の猶予」を削る。 

第４２条第１項第５号中「又は敷金」を削る。 

第４６条中「第１７条から第２７条まで」を「第１７条，第１７条の２，第２０条から



第２７条まで」に，「第１０条第５項」を「第１０条第４項」に改める。 

第５２条第１号中「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則」の次に

「（平成５年建設省令第１６号）」を加える。 

第５４条中「第１３条まで，第１６条」を「第１０条まで，第１２条，第１３条，第１

６条から第１７条の２まで，第２０条」に改め，「，第１８条第２項による敷金の減免若

しくは徴収の猶予」を削る。 

第６２条中「第１０条第５項」を「第１０条第４項」に改める。 

第６５条中「（昭和２２年法律第６７号）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の岡山市営住宅条例の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に同条例第２条第１号の市営住宅（以下「市営住宅」という。）の入居が決

定した者又は賃貸借契約上の地位の承継の承認を受けた者について適用し，施行日前に

市営住宅の入居が決定した者又は賃貸借契約上の地位の承継の承認を受けた者について

は，なお従前の例による。ただし，施行日前に市営住宅の入居が決定した者又は賃貸借

契約上の地位の承継の承認を受けた者であって，施行日以後に連帯保証人が改正前の第

１１条第３項各号のいずれかに該当することとなったものについては，新たに連帯保証

人を定め，市長の承認を得ることを要しない。 

３ 連帯保証人に係る改正前の第１１条第２項に規定する家賃，損害金その他の市営住宅

の使用に際し生じた本市に対する債務を負担する義務については，なお従前の例による。 

４ 施行日前に徴収され，及び運用されている敷金については，なお従前の例による。 

提案理由 

 市営住宅新規入居者等に対し連帯保証人を立てる義務を課し，及び敷金を徴収すること

を廃止する等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２０６ 号 議 案 

   岡山市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年１１月３０日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 

 岡山市特定公共賃貸住宅条例（平成８年市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項中「次に掲げる手続を」を「入居決定者が署名し，押印した請書を提出」

に改め，各号を削る。 

第９条の２を削る。 

第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

第２２条第１項第５号中「又は敷金」を削る。 

第３０条第２項中「第２２条第２項及び第３項まで」を「第２２条第２項及び第３項」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の岡山市特定公共賃貸住宅条例の規定は，この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後に同条例第２条第１号の特定公共賃貸住宅（以下「特定公共賃貸住

宅」という。）の入居が決定した者又は入居の承継の承認を受けた者について適用し，

施行日前に特定公共賃貸住宅の入居が決定した者又は入居の承継の承認を受けた者につ

いては，なお従前の例による。ただし，施行日前に特定公共賃貸住宅の入居が決定した



者又は入居の承継の承認を受けた者であって，施行日以後に連帯保証人が改正前の第９

条の２第３項各号のいずれかに該当することとなったものについては，新たに連帯保証

人を定め，市長の承認を得ることを要しない。 

３ 連帯保証人に係る改正前の第９条の２第２項に規定する家賃，損害金その他の特定公

共賃貸住宅の使用に関して生じた本市に対する債務を負担する義務については，なお従

前の例による。 

４ 施行日前に徴収され，及び運用されている敷金については，なお従前の例による。 

提案理由 

 特定公共賃貸住宅新規入居者等に対し連帯保証人を立てる義務を課し，及び敷金を徴収

することを廃止する等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２０７ 号 議 案 

   岡山市営改良住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市営改良住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３０年１１月３０日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市営改良住宅条例の一部を改正する条例 

 岡山市営改良住宅条例（平成９年市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「（第３項」を「（第４項」に，「第１１条，第１６条から第１９条まで」を

「第１６条から第１７条の２まで」に改める。 

第８条第２項中「第３項」を「第４項」に，「第８条から第１９条まで」を「第８条か

ら第１０条まで，第１２条から第１７条の２まで」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第７条及び第８条第２項の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に岡山市営改良住宅条例第２条第１号に規定する改良住宅（以下「改良住

宅」という。）の入居が決定した者又は賃貸借契約上の地位の承継の承認を受けた者に

ついて適用し，施行日前に改良住宅の入居が決定した者又は賃貸借契約上の地位の承継

の承認を受けた者については，なお従前の例による。ただし，施行日前に改良住宅の入

居が決定した者又は賃貸借契約上の地位の承継の承認を受けた者であって，施行日以後

に連帯保証人が改正前の第７条又は第８条第２項において準用する岡山市営住宅条例

（平成９年市条例第５２号）第１１条第３項各号のいずれかに該当することとなったも

のについては，新たに連帯保証人を定め，市長の承認を得ることを要しない。 



３ 連帯保証人に係る改正前の第７条及び第８条第２項において準用する岡山市営住宅条

例第１１条第２項に規定する家賃，損害金その他の改良住宅の使用に際し生じた本市に

対する債務を負担する義務については，なお従前の例による。 

４ 施行日前に徴収され，及び運用されている敷金については，なお従前の例による。 

提案理由 

 市営改良住宅新規入居者等に対し連帯保証人を立てる義務を課し，及び敷金を徴収する

ことを廃止する等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 




































































